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作成済み申請・届出書の変更

申請・届出書を「一括印刷」する

申請・届出書を「即印刷」する

作成済みの申請・届出書を変更する

複数の帳票を一度に印刷する

画面に表示されている申請・届出書を印刷する

所得税の棚卸資産の評価方法の届出書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

消費税課税事業者届出書

個人事業の開業・廃業等届出書

所得税の青色申告承認申請書

青色事業専従者給与に関する届出書（変更届出書）

申請書・届出書を作成する

登録済みの顧問先データを変更する

該当する申請・届出書を作成する　　　　《共通項目》

顧問先データを作成する 顧客情報の内容を入力する

目次

登録済みデータを変更する

操作内容 操作のポイント

操作の流れ 申請・届出書の全体の流れを把握する

操作の目的

① 申請・届出書を作成する。

② 途中入社の社員に、システム操作を教えるため

③ システム操作上のミスを削減するため

申請・届出書の達人

Ｓ03-201708-09-00 制定日 2017/8/30 改定日

<参考> 申請・届出書サンプル 個人事業の開業・廃業等届出書

所得税の青色申告承認申請書

青色事業専従者給与に関する届出書（変更届出書）

所得税の棚卸資産の評価方法の届出書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

消費税課税事業者届出書



プロセス

* 作業の流れについて

申請・届出書での､基本的な作業の流れについて

1.申請・届出データを登録する

　① 新規作成
　　　コード、顧問先名、申請・届出名称の情報を入力して帳票の対象となる申請・届出データを
　　　登録する。

  ② 登録済みデータの変更
　　　すでに申請・届出データが登録されている場合は､登録済みのデータを開く。

2. 申請・届出書を作成する

　① 新規作成
　　　メニューから該当する申請・届出書を選択して、登録を行う。 

  ② 登録済みデータの変更
　　　すでに申請・届出書が登録されている場合は､登録済みのデータを開く。

3. 申請・届出書を印刷する

　① 一括印刷
　　　申請・届出書を選択して印刷を行う。

　② 即印刷
　　　作成中の届出書を、個別に印刷することもできる。

1

システム名 申請・届出書の達人 作業の流れ

「申請・届出書」をク

リックして作業を開

始する



プロセス

* 顧問先データの新規作成

申請・届出書を作成するには、必ずはじめに顧問先データを登録する必要がある。 

1. メニューバーの｢ファイル｣メニューから[新規作成]を選択する。

｢新規作成｣ダイアログボックスが表示される。 

2. [基本情報]タブの各項目に入力する。

　 注意 ） 顧問先コード、顧問先名、申請・届出名称 は必ず入力すること。 

　 ポイント　　顧客情報管理ＷＥＢの基本情報を基に登録していく。

 　注意）　[法人個人区分]に設定によって、[法人情報]タブと[個人情報]タブを切り替える。 
　　　　　

2

システム名 申請・届出書の達人 顧問先データ新規作成

「新規作成」をクリッ

クする

顧客番号を半角小

文字で入力する

担当者名を入力す

る

納税地を入力する

所轄税務署を入力

する

顧問先名を入力す

る



3. [法人情報]タブ又は[個人情報]タブをクリックする。

　法人情報又は個人情報に関する情報の入力画面に切り替わる。 

4. [電子申告情報(法人)]タブ又は[電子申告情報(個人)]タブをクリックする。

　 法人電子申告情報又は個人電子申告情報に関する情報の入力画面に切り替わる。 
 

　 注意） [基本情報]タブの[法人個人区分]に設定によって、[法人情報]タブと[個人情報]タブ

3

性別を選択する

生年月日を入力す

る

「コンビニエンススト

アの経営」と入力す

る

店名を入力する

整理番号を入力する

利用者識別番号を

取得しておく



5. [税理士情報]タブをクリックする。

　　税理士情報に関する情報の入力画面に切り替わる。 

6. 入力が終ったら[確定]ボタンをクリックする。

　　確認メッセージ後、｢新規作成｣ダイアログボックスが閉じる。 
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税理士一覧をクリッ

クし、”大阪ｵﾌｨｽ”を

選択する

確定をクリックする



プロセス

* 登録済みデータの変更

すでに登録してあるデータの基本情報を変更する。

注意） 法人個人区分を変更すると、一部の帳票のデータが削除される。 
注意） 申請年度を変更すると、表示される帳票が変更される場合がある。 

1. メニューバーの｢ファイル｣メニューから[開く]を選択

　｢ファイルを開く｣ダイアログボックスが表示される。 

2. 変更するデータを選択する。 

3. [確定]ボタンをクリックする。

　 選択したデータが呼び出される。
5

システム名 申請・届出書の達人 登録済みデータを変更する

開くをクリックする

変更するデータを選

択する
確定をクリックする



4. 業務メニューから[基本情報の登録]を選択する。

　 ｢基本情報の登録｣ダイアログボックスが表示される。

5. 該当箇所を変更する。 

6. 入力が終わったら[確定]ボタンをクリックする。
　｢基本情報の登録｣ダイアログボックスが閉じる。 
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基本情報の登録を

クリックする

確定をクリックする

該当箇所を変更す

る



プロセス

* 申請書・届出書を作成する

　必要な帳票を選択し､入力を行う。

 　<参考> 申請・届出データが開かれていない場合は、申請・届出データを開く。 

1. 業務メニューから[申請・届出書の作成]を選択する。

　「帳票選択」ダイアログボックスが表示される。 

2. 帳票一覧で､作成したい帳票を選択する。 

　<参考> 表示条件を切り替えることにより、全ての帳票を表示することができる。

3. [選択]ボタンをクリックする。
7

システム名 申請・届出書の達人 申請書・届出書を作成する

申請・届出書の作成

をクリックする

該当する税金のタブ

を選択する

作成したい帳票を選

択する

選択をクリックする



　申告書入力画面が開く。 

　<参考> 複数枚の帳票に関しては、機能メニューや、画面上部にあるボタンでページを切り替えて
　必要な項目を入力する。

8

帳票切替等

作成帳票は、

【業務マニュアル各種届出書】

を参照



プロセス

* 申請書・届出書を作成する

1. 業務メニューから[申請書・届出書の作成]を選択する。

　「帳票選択」ダイアログボックスが表示される。 

2. 帳票一覧で､「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択する。 

3. [選択]ボタンをクリックする。

　申告書入力画面が開く。 
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システム名 申請・届出書の達人 個人事業の開業・廃業等届出書

申請・届出書の作成

をクリックする

所得・源泉所得税の

タブを選択する

個人事業の開業・廃

業等届出書を選択

する 選択をクリックする



4.  納税地の”住所地””居住地””事業所等”の箇所をダブルクリックし、選択する。

　　納税地が自宅の場合は、上記以外の住所地・事業所等欄に店舗住所を入力する。

　　注意）　納税地が”事業所”の場合は「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を
　　　　　　　提出する。（所法15、16、所基通2-1、通法21）

5. 届出書の区分欄をダブルクリックする。

　　ダイヤログボックスが表示されるので、開業のボックスにチェックし、確定をクリックする。

10

ダブルクリックして、

納税地を選択する

納税地が居住地の

場合は、店舗住所を

入力する

ダブルクリックする

開業にチェックする

確定をクリックする



6. 事業所の種類欄をダブルクリックし、”事業（農業）所得”にチェックし、確定をクリックする。

7. 開業年月日を入力する。

8.  届出書の提出の有無を選択する。

　　青色申告承認申請書を”有”にする。（同じタイミングで青色申告承認申請書を提出する。）

　　消費税の届出は、”無”にする。

8. 事業の概要を入力する。

　　” フランチャイズチェーンシステムによるコンビニエンスストアの経営”

9. 給与等の支払の状況を入力する。

　　専従者がいれば、その人数を入力する。
　　税額の有無は、”無”にする。

10.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無を選択する。

　　”有”にする。（同じタイミングで源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出する。）

11.給与支払を開始する年月日を入力する。

　　　　ＦＭ → 月末締、翌月10日払。
　　　　ＳＥ → 15日締、25日払。
　　　　ＬＳ → 15日締、25日払。

12.入力が終了したら、［閉じる］をクリックする。

11

ダブルクリックし、”

事業（農業）所得”を

選択する

入力する

選択する

入力する

入力する

選択する



プロセス

* 申請書・届出書を作成する

1. 業務メニューから[申請書・届出書の作成]を選択する。

　「帳票選択」ダイアログボックスが表示される。 

2. 帳票一覧で､「所得税の青色申告承認申請書」を選択する。 

3. [選択]ボタンをクリックする。

　申告書入力画面が開く。 
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システム名 申請・届出書の達人 所得税の青色申告承認申請書

申請・届出書の作成

をクリックする

所得・源泉所得税の

タブを選択する

選択をクリックする

所得税の青色申告

承認申請書を選択

する



4.  納税地の”住所地””居住地””事業所等”の箇所をダブルクリックし、選択する。

　　納税地が自宅の場合は、上記以外の住所地・事業所等欄に店舗住所を入力する。

5. 事業所の名称及び所在地を入力する。

6. 所得の種類をダブルクリックし、”事業所得”をチェックし［確定］をクリックする。

7. 青色申告承認の取消の有無で、”（２）無”欄をダブルクリックし［確定］をクリックする。

8. 業務を開始した年月日を入力する。

9. 相続による事業承継の有無をダブルクリックし、”無”をチェックし［確定］をクリックする。

13

ダブルクリックして、

納税地を選択する

納税地が居住地の

場合は、店舗住所を

入力する

店舗名と住所を入

力する

ダブルクリックし、”

事業所得”を選択す

る

ダブルクリックし、”

無”を選択する

入力する



10.簿記方式をダブルクリックし、”複式簿記”を選択し［確定］をクリックする。

11.備付帳簿名をダブルクリックし、”経費帳””固定資産台帳””総勘定元帳””仕訳帳””入金伝票”
　 ”出金伝票””振替伝票”を選択し［確定］をクリックする。

14

ダブルクリックし、”7

帳簿名”を選択する

ダブルクリックし、”

複式簿記”を選択す

る



プロセス

* 申請書・届出書を作成する

1. 業務メニューから[申請書・届出書の作成]を選択する。

　「帳票選択」ダイアログボックスが表示される。 

2. 帳票一覧で､「青色事業専従者給与に関する届出書（変更届出書）」を選択する。 

3. [選択]ボタンをクリックする。

　申告書入力画面が開く。 
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システム名 申請・届出書の達人 青色事業専従者給与に関する届出書

申請・届出書の作成

をクリックする

所得・源泉所得税の

タブを選択する

選択をクリックする

青色専従者給与に

関する届出・変更届

出書を選択する



4. 届出・変更届出をダブルクリックする。

5. 取消し線を引くものを選択し、［確定］をクリックする。

　　＊新規 届出書の場合　→　変更届出 を選択する。
　　＊変更届出の場合　→　届出を選択する。

6.  納税地の”住所地””居住地””事業所等”の箇所をダブルクリックし、選択する。

　　納税地が自宅の場合は、上記以外の住所地・事業所等欄に店舗住所を入力する。
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ダブルクリックする

取消し線を引くもの

を選択する
確定をクリックする

ダブルクリックして、

納税地を選択する

納税地が居住地の

場合は、店舗住所を

入力する



7. 青色事業専従者給与の支給を開始する年月を入力する。

8. 定めた・変更することとした をダブルクリックする。

9. 取消し線を引くものを選択し、［確定］をクリックする。

　　＊届出書の場合　→　変更することとした を選択する。
　　＊変更届出の場合　→　定めた を選択する。

10. 専従者の氏名・続柄・年齢を入力する。

11. 仕事の内容欄に”業務全般”と入力する。

12.給料の支給期・金額を入力する。

13. 賞与の支給期・支給の基準を入力する。

14.昇給の基準欄に、”業績に応じて”と入力する。

※ 変更届出書の場合は、変更理由欄も入力する。

17

支給開始年月を入

力する

ダブルクリックし取り

消し線を引く方を選

択する

氏名・続柄・年齢・仕

事内容を入力する

給料の支給期・金額

を入力する
賞与の支給期・支給

の基準・昇給の基準

を入力する



プロセス

* 申請書・届出書を作成する

1. 業務メニューから[申請書・届出書の作成]を選択する。

　「帳票選択」ダイアログボックスが表示される。 

2. 帳票一覧で､「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を選択する。 

3. [選択]ボタンをクリックする。

　申告書入力画面が開く。 
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システム名 申請・届出書の達人 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書

申請・届出書の作成

をクリックする

所得・源泉所得税の

タブを選択する

選択をクリックする

所得税の棚卸資産

の評価方法の届出

書を選択する



4. 届出・変更届出をダブルクリックする。

5. ”減価償却資産の償却方法”を選択し、［確定］をクリックする。

6.  納税地の”住所地””居住地””事業所等”の箇所をダブルクリックし、選択する。

　　納税地が自宅の場合は、上記以外の住所地・事業所等欄に店舗住所を入力する。
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ダブルクリックする

確定をクリックする

減価償却資産の償

却方法を選択する

ダブルクリックして、

納税地を選択する

納税地が居住地の

場合は、店舗住所を

入力する



7.. 棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法 をダブルクリックする。

8. 減価償却資産の償却方法 を選択し、［確定］をクリックする。

9. 棚卸資産の評価方法を入力する。

　　事業の種類　→　小売業　
　　棚卸資産の区分　　→　一般商品　（ 評価方法 ：売価還元法）
　　　　　　　　　　　　　 　→  ＦＦ商品　　（評価方法：最終仕入原価法）

【 参考 】

　ＦＦ商品　・・・　ファーストフードの略。
　　　　　　　　　　コンビニにおけるFFとは、弁当、おにぎり、サンドイッチ、調理パン、あんパン
　　　　　　　　　　肉まんなどが当てはまる。

 売価還元法 ・・・値入率等の類似性に基づく棚卸資産のグループごとの期末の売価合計額に
　　　　　　　　　　　原価率を乗じて求めた金額を期末棚卸資産の価額とする方法。

 最終仕入原価法 ・・・ 棚卸資産を期末から最も近い時に取得した1単位当たりの取得価額を
　　　　　　　　　　　　　　 もって評価する方法。

20

減価償却資産の償

却方法を選択する
確定をクリックする

事業の種類・棚卸資

産の区分・評価方法



プロセス

* 申請書・届出書を作成する

1. 業務メニューから[申請書・届出書の作成]を選択する。

　「帳票選択」ダイアログボックスが表示される。 

2. 帳票一覧で､「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を選択する。 

3. [選択]ボタンをクリックする。

　申告書入力画面が開く。 
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システム名 申請・届出書の達人 源泉所得税の納期特例の申請書

申請・届出書の作成

をクリックする

所得・源泉所得税の

タブを選択する

選択をクリックする

源泉所得税の納期

の特例の承認に関

する申請書を選択



22

自動で入力されてい

る



プロセス

* 申請書・届出書を作成する

1. 業務メニューから[申請書・届出書の作成]を選択する。

　「帳票選択」ダイアログボックスが表示される。 

2. 帳票一覧で､「消費税課税事業者届出書」を選択する。 

3. [選択]ボタンをクリックする。

　申告書入力画面が開く。 

　届出者欄は、自動で入力されている。
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システム名 申請・届出書の達人 消費税課税事業者届出書

申請・届出書の作成

をクリックする

消費税・間接諸税の

タブを選択する

選択をクリックする

消費税課税事業者

届出書（基準期間

用）を選択する



4. 適用開始課税期間を入力する。

5. 基準期間を入力する。（自 〇年1月1日　至 〇年12月31日）

6. 基準期間の”総売上高”と”課税売上高”を入力する。

7. 事業内容等の 生年月日（個人） 又は 設立年月日（法人） を入力する。
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自動で入力されてい

る

個人は、住所・居所

を入力する

適用開始年月日、

基準期間を入力す

る

基準期間の総売上

高と課税売上高を

入力する

個人は生年月日を

入力する



プロセス

* 登録済みの申請・届出データを開く

帳票の作成･印刷を行う場合は、必ずはじめに対象となる申請・届出データを選択する。 

<参考> 申請・届出データが選択されている場合は、業務メニュー右下部に申請・届出データの
情報が表示される。

1. メニューバーの｢ファイル｣メニューから[開く]を選択します。

　｢ファイルを開く｣ダイアログボックスが表示される。 

2. 変更する顧客データを選択する。 

3. [確定]ボタンをクリックする。

　業務メニュー画面が表示される。 

4. 業務メニューから[申請・届出書の作成]を選択する。 
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システム名 申請・届出書の達人 作成済み申請・届出書の変更

開くを選択する

確定を選択する

変更するデータを選

択する



4. 表示条件の中から[作成帳票のみ]を選択する。 

5. 該当する申請・届出データを選択する。 

6 [選択]ボタンをクリックする。

　選択した申請・届出データが呼び出される。 

　※ データを開いた後、帳票の作成･印刷を行う。 
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申請・届出書の作成

を選択する

作成帳票のみ を選

択する

変更する申請・届出

書データを選択する
選択をクリックする



プロセス

* 帳票を一括印刷する

作成した帳票を部単位で印刷したり、複数の帳票を一度に印刷する。
申請・届出書の作成が終了した後や、訂正の際に関連帳票を一括して印刷することができる。 

<参考> 申請・届出データが開かれていない場合は、申請・届出データを開く。 

1. 業務メニューから[帳票の一括印刷]を選択する。

　｢帳票の一括印刷｣ダイアログボックスが表示される。 

2. 印刷する帳票にチェックする。 
3. [実行]ボタンをクリックする。

確認メッセージ後、印刷が開始される。 
27

システム名 申請・届出書の達人 申請・届出書を「一括印刷」する

帳票の一括印刷を

クリックする

印刷する帳票に

チェックする

実行をクリックする



プロセス

* 帳票を即印刷する

現在画面に表示されている帳票を印刷する。
帳票ごとの入力データ確認や、訂正の際の個別帳票を印刷することができる。

<参考> 申請・届出データが開かれていない場合は、申請・届出データを開き印刷したい帳票の
画面を表示する。

1. [F5/機能メニュー]－[01/印刷]を選択する。

　[印刷]ダイアログボックスが表示される。 

2. 複数枚印刷する場合は、印刷部数を設定する。

3. [実行]ボタンをクリックする。

　確認メッセージ後、現在表示されている帳票の印刷が開始される。 
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システム名 申請・届出書の達人 申請・届出書を「即印刷」する

Ｆ5/機能メニューを

クリックする

01/印刷を選択する

印刷部数を設定す

る

実行をクリックする



　<参考> 現在表示されている帳票以外にも、すべてのページ、ページ指定印刷を行うことができる。

　<参考> 画面上部の[印刷]ボタンをクリックしても、即印刷することができる。 

　[印刷]ダイアログボックスが表示される。 

2. 複数枚印刷する場合は、印刷部数を設定する。

3. [実行]ボタンをクリックする。
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印刷をクリックする

印刷部数を設定す

る

実行をクリックする


